
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○Ｃ 大田区 

大田区立蒲田本町保育園  

（重要事項説明書） 

 

 



  

Ｐ1 
 

 
 

は  じ  め  に 
 

区立保育園では、一人一人のお子さんを大切にし、心豊かに楽しく生活できるよう保育をして

いきます。 

家庭を離れての保育園生活は、お子さんにとっても保護者の皆様にも心配なことがあると思い

ます。保育園は、家庭的で親しみのある、ゆったりとして安心感のもてる雰囲気をつくり、その

中で子どもたちが、健全な心身の発達を図れるよう支援していきます。 

これからお子さんは、家庭と保育園という二つの場所で生活をしていくことになります。 

お子さんが喜んで登園できるよう、家庭と保育園がより緊密な連携をとり合いながら、 

十分な心配りをしていきましょう。 

 

 

園と家庭の役割 

保育園では･････････保育に関わる大人やたくさんの友だちと遊んだり生活したりする中で、 

多くのことを学んでいきます。 

家 庭 で は･････････家族との温かいふれあいや、地域社会とのつながりの中で、生活の基礎を

育んでいきます。 

※ 家庭と保育園とが、それぞれの役割を十分認め合い、お互いの理解と信頼のうえで、保育を

進めていきましょう。 

このしおりを参考にして、ご協力をお願いいたします。 

 

 

保 育 園 の 役 割 

 

○ 保育園は児童福祉法に基づき、保育を必要とするこどもの保育を行い、その健全な心身の 

発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、こどもの最善の利益を考慮し、その福 

祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければなりません。 

 

 

保 護 者 の 責 任 

 

○  保護者は児童福祉法に言われているように、こどもが家族に心から愛され養護を受け、 

「人」として心身ともに健やかに育成されるよう努める責任があります。 
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１  保育園の概要 

名称 大田区立蒲田本町保育園 

種別 児童福祉法第39条第１項に規定する保育所（認可保育所） 

施設所在地 
〒144-0053 

大田区蒲田本町一丁目１番１号 １０１ 

管理者氏名 園長 浜田 理恵 

開設年月日 昭和５４年５月１日 

連絡先 
電話番号：０３-３７３９-２２８１ 携帯番号：０７０-３１７６-２１４７ 

ＦＡＸ番号：０３-３７３９-２３９２  

実施事業 

◆児童福祉法第24条第１項の規定による保育 

◆特別保育事業及びその他関連事業 

 ■延長保育事業 ■障がい児保育 ■乳児(0歳児)保育 ■緊急一時保育 

□休日保育 ■地域支援事業 ■年末保育 □医療的ケア児童受入れ 

利用定員 

３号認定 ２号認定 
合計 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

１３人 １９人 ２１人 ２４人 ２４人 ２４人 １２５人 

 

２  設置者の概要 

名称 大田区 

法人等種別 地方公共団体 

所在地 
〒144-8621 

大田区蒲田五丁目13番14号 

代表者氏名 大田区長 鈴木 晶雅 

連絡先 電話番号：03-5744-1111 

設立年月日 昭和22年3月15日 

 

３  運営者の概要 

設置者との関係 
■施設の運営者は、上記の設置者と同様。 

□施設の運営者は、次のとおり 

委託等の種別 ■業務委託  □指定管理者制度 

委託等の期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

名称 みわの会 

法人等種別 社会福祉法人 

法人所在地 東京都江東区豊洲二丁目５番３-１０１号 

代表者氏名 理事長 木下 眞佐子 

連絡先 電話番号：０３-５５４７-００７５ 

設立年月日 平成１５年９月１０日 
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４ 保育園の目的及び運営方針等 

目的 

児童福祉法及びその他関係法令等に基づいて、保育を必要とする乳児及び幼児

のために最善の利益を考慮した保育を行い、こどもの人権を尊重し、家庭と力

を合わせて健やかな育ちを支援する。 

大田区の 

保育目標 
こどもが現在

い ま

を最も良く生き、望ましい未来
あ す

をつくり出す力の基礎を培う。 

運営及び 

保育方針等 

蒲田本町保育園 

＜基本理念＞ 

M：マインド     相手を尊重し受け止める心、よりそう心、やさしい心、思いやる心 

Ⅰ：アイデンティティ 私たちは共通の思いを持って、一人一人の子どもの個性を大切に受

けとめる。 

W：ウィズ      周りの人たちと共に育ち合う。 

A：アットホーム   誰もが“ありがまま”でいられる家庭的で暖かな場所でありたい。 

以上のことを願い、実行することを法人基本理念として行っています。 

＜保育理念＞ 

我が子をゆだねたい保育 

・温かい心（ホスピタリティーマインド）をもって受け止め、子どもを愛します。 

・子どもの個性・独自性を大切にします。 

・保護者・地域社会と共に歩みます。 

・家庭的な保育園を目指します。 

＜運営及び保育方針＞ 

１）生命の尊さを育み、身近な人との深い関わりの中で、思いやりやいたわりの気持ちを養

い、感謝の心を育みます。 

２）乳幼児が心身共に健やかに成長するよう温かくゆったりとした環境を作り、子どもの

“ありがまま”を受け入れます。 

３）子どもの個性と人格を尊重し、主体性・感性を育てます。 

４）豊かな人との関わりの中で、だれからも愛されているという自信を持てるように育てま

す。 

５）地域社会のニーズに応え、信頼される保育園を目指します。 

 

＜園目標＞ 

—生きる力の基礎を育てるー 

  ・元気な子・ 

   命を大切にし、頭と身体を使い、意欲をもって自分でやろうとする。 

・考える子・ 

大人の指示にたよらず、自分で判断し、行動する。 

・優しい子・ 

   大人から愛されていることを実感し、自信を持って自分を好きになり、 

人との関わりの中で他人への思いやりを持つ。 
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5 保育園の利用の開始及び終了に関する事項 

利用の開始 大田区の利用調整結果に基づいて、保育の必要性の認定内容等を確認し、決定します 

利用の終了 大田区保育の必要性の認定等に関する条例施行規則第8条に基づき、保育の実施事業

の理由が消滅した場合や、保護者から入所辞退または退所の届け出があった場合等に

は利用を終了します。 

月の初日現在において保育の実施等がされ月の途中で保育の実施等を解除された方に

ついては、当月分全額の費用を徴収します。 

6 保育の必要量 

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じて以下の区分の認定を行います。区分により保育園

の利用時間や保育料、延長保育料が異なりますのでご注意ください。 

区 分 内 容 

保育標準時間認定 1 日あたり原則 8 時間、最長 11 時間（フルタイム就労を想定） 

保育短時間認定 1 日あたり最長 8 時間（パートタイム就労を想定） 

上記時間外の保育 

・ 上記時間外で保護者の就労等により保育の必要がある場合は、延長保

育・スポット延長保育をご利用ください。（※別途費用負担あり） 

・ 詳細は大田区こども家庭部保育サービス課が発行する「入園申込みの

しおり」をご参照ください。 

7 保育時間  

◆保育時間は、認定された保育の必要量の範囲で保護者の就労時間、通勤時間やお子様の状況を

踏まえて決まります。 

◆保育の必要量は、最長で保育園等を利用することができる時間であり、そのままお子様の保育

時間となるわけではありません。実際の保育時間は、認定された保育の必要量の範囲内で、保護

者とお子様の状況などを踏まえて、在園している保育園と個別調整となります。 

◆育児休業中の保育の利用時間は、開園時間内の最長8時間を原則とします（産休中の方はこの限

りではありません）これを超える場合は、保育園にご相談ください。なお、育児休業取得を機に

教育・保育給付認定における保育標準時間、保育短時間が自動で切り替わることはありません。 

◆入所直後は、集団生活に無理なく慣れていけるように短い時間でのお預かりとなります。徐々

に通常の時間に移行していきますのでご了承ください。なお、勤務等で短いお預かりが困難であ

る方は園にご相談ください。 

8 保育園の開園日、開園時間及び休園日 

（１）開園日 

◆月曜日から土曜日まで 

（２）開園時間 

 ◆開園時間    7時15分から18時15分まで 

 ◆延長保育時間  18時15分から20時15分まで 

（３）休園日 

◆日曜日 

◆国民の祝日に関する法律に規定する休日 

◆年末年始 12 月 29 日から 1 月 3 日まで 

 ※非常災害（地震や台風等）又は感染症等の発生などの重大かつ緊急を要する状況が生じた場合に

保育園を休園することがあります。 
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9 保育園の１日の様子 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 0 歳児の 1 日 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

時間 
こどもの生活 

時間 
こどもの生活 

５７日～１２か月 12 か月～ 

  順次登園   順次登園 

        

   あそび、外気浴    あそび 

   必要に応じて睡眠     

  
  

9:15  おやつ 

10:00  授乳、離乳食   
 あそび 

   あそび     

    11:00  食事 

11:15  水分補給   
  

   睡眠    睡眠 

        

14:00  授乳 離乳食     

    15:00  おやつ 

        

   あそび    あそび 

        

     順次降園      順次降園 

 

 

※ オムツ交換、着替え等は適宜対応します。 

※ 水分補給は適宜おこないます。 

※ 散歩の時には複数の職員で出掛けています。 

    また、携帯電話や、防犯用の笛を持っていきます。 

※ 睡眠は、こどものリズムに合わせて対応します。 

 



  

Ｐ8 
 

 

＊＊＊ 1・2 歳児の 1 日 ＊＊＊    ＊＊＊ ３・４・５歳児の 1 日 ＊＊＊ 

 

時間 
こどもの生活 

時間 
こどもの生活 

1・2 歳児 3・4・5 歳児 

  順次登園   順次登園 

  

 あそび 

  

  

9:15  おやつ    あそび 

  

 あそび 

  

  

11:15  食事     

  
  

11:30  食事 

12:00  睡眠   
  

    

12:30  睡眠 

 

15:00  おやつ 15:00  おやつ 

        

   あそび    あそび 

        

   順次降園    順次降園 

 

※ 排泄、手洗い、着替え等は適宜おこなうよう援助します。 

※ 水分補給は適宜おこないます。 

※ 散歩の時には複数の職員で出掛けています。 

また、携帯電話や、防犯用の笛を持っていきます。 

※ 睡眠は、こどものリズムに合わせて対応します 
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10 年間行事予定表 

（１）主な年間行事（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※★印は保護者参加型の行事を想定しています。参加が可能なご家庭は是非ご参加ください。 

 ※予定は都合により変更になることがありますので、ご了承ください。 

 ※行事日程が決定次第別紙でお知らせいたします。 

（２）その他行事（予定） 

◆毎月実施する行事 

 避難訓練、消火訓練 

  からだあそび（幼児クラス）、表現あそび（幼児クラス） 

◆その他 

 保護者会、保育参加・参観、個人面談、健康教育、食育活動、防犯訓練、わらべうた など 

◆保健計画 

 ０歳児健康診断（０歳児園のみ）  月１回 

 身長、体重計測          月１回 

 定期健康診断           年２回（春、秋） 

 歯科健康診査           年２回（春、秋） 

 

   

 

１～３月 

10～12 月 

７～９月 

       ☆こどもの日       ☆コンサート 

 

 

４～６月 

☆七夕            ☆プール・水遊び     ☆総合防災訓練 

                     

 

★運動会           ★親子のお楽しみ会（幼児） 

☆遠足（３・４・５歳児）   ☆お楽しみコンサート   ☆年末お楽しみ会 

 

☆お正月あそび       ☆節分          ☆ひなまつり 

☆お別れ遠足（幼児） 

★就学祝い会 

 



  

Ｐ10 
 

第一門

至
川
崎

すべり台 廊
鉄
棒

下 Ｊ

Ｒ

園庭へ

５歳児 ２歳児
（かもめ組） （かなりや組）

トイレ ２歳児
（かなりや組）

トイレ

裏庭 至

蒲
田

第
二
門

第
四
門

（登降園門） 

倉庫 プール

０歳児室
（ひよこ組）

玄関

トイレ

調理室

トイレ

事務所

絵本
コーナー

廊　　　下ホール

玄　関

都立蒲田高校

１歳児
（あひる組）

４歳児
（つばめ組）

３歳児
（こまどり組）

１歳児
（あひる組）

砂場

11 保育園の建物・設備等 

（１）建物の概要 

構造・所有 鉄筋造１４階建（建物の所有関係：自己所有） 

使用部分 □上記建物の全て  ■上記建物の１階部分 

延床面積 ８５７.４８㎡ （※下記①～⑩の合計値） 

保育室等 

名称 室数 面積（㎡） 

①乳児室・ほふく室 ３ １２１.８９㎡ 

②保育室・遊戯室 ５ ２２３.６７㎡ 

③調理室 １ ４４.２㎡ 

④医務室（□単独 ■事務室内）   

⑤便所（児童用） ４ ３９.４５㎡ 

⑥調乳室 １ ５.４６㎡ 

⑦沐浴室 ２ ２６.８８㎡ 

⑧事務室 １ ４１.４㎡ 

⑨保育士（職員）室 １ 28.2㎡ 

⑩廊下・その他  ３２６.３３㎡ 

（２）敷地等の概要 

敷地面積 ８５７.４８㎡ 

屋外遊戯場 ７２２.２６㎡ （■敷地内 □代替地） 

（３）設備等の概要 

主要設備 
◆プール（■常設 □組立式） 

◆冷暖房設備 

 

＜園舎平面図＞ 
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12 職員体制について 

職名 常勤 非常勤 職務 備考 

園長 １名 － 施設の業務を総括し、資質向上を図る  

保育士 ２１名 ６名 保育計画を立案し充実した活動ができるよう保育を行う  

栄養士 １名 － 献立作成及び給食運営全般を行う  

調理員 ４名 － 献立に基づく調理業務及び衛生管理を行う  

看護師 １名 － 児童の健康管理と当園全般の衛生管理を行う  

嘱託医 － １名 園児の心身の健康管理を行うと共に健康診断の実施、保健

衛生に関する相談指導を行う 

 

嘱託歯科医 － １名  

その他 — ３名 保育士の補助及び準備、清掃を行う 支援員含む 

◆上記表は、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及びその他関係法令等に基

づく職員（基準職員）を配置した上で、より充実した保育体制を整えるための職員を配置したも

のです。 

◆開園時間中は、最低２名以上の保育士を配置し、保育にあたります。 

◆上記表は、作成日現在のものであり、変更が生じる場合があります。 

 

13 給食（食育）及び衛生管理等について 

食育の推進 
区立保育園では、乳幼児期に食べることを楽しみ、豊かな食体験ができるよう

食育を推進します。 

給食 

（昼食・おやつ・補食） 

児童の発達段階を踏まえ、健全な発育に必要な栄養量のほか、嗜好、季節及び

行事等を考慮し、給食を提供します。 

■自園調理（■自園職員 □委託事業者）  □外部搬入 

献立等 

区立保育園では、栄養士が作成した健全な発育に必要な栄養量のほか、嗜好、

季節及び行事等を十分に考慮した献立をもとに、新鮮で安全な食材を使用し

自園調理を行っております。 

なお、毎月月末までに翌月の献立表を配信及び園の掲示版でお知らせすると

ともに、日々の給食を１階玄関付近等のサンプルケースに展示します。（７月

から９月までの期間は、衛生面を考慮し展示しない場合があります。） 

 

食物アレルギー 

の対応 

区立保育園では、「大田区保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に基

づき適切に対応いたします。食物アレルギーは医師の指示（診断）に基づいて

給食対応を行う為、対応が必要な場合は「保育所におけるアレルギー疾患生活

管理指導表」を保育園に提出してください。保育園は集団給食の為アレルギー

食への対応は、基本的に「完全除去」となります。場合によっては、お弁当の

持参をお願いすることもあります。 

 

衛生管理等 

◆職員の健康診断を年１回以上、調理（調乳を含む）従事者の検便を毎月実施

します。 

◆「大田区立保育園調理室における衛生管理」に基づいた給食施設・設備の管

理、衛生の保持、食品の取り扱い、調理従事者の健康管理などを実施します。 

 



  

Ｐ12 
 

14 保護者の負担について 

延長保育料、スポット延長保育料 

＊詳細は大田区こども家庭部保育サービス課が発行する「入園後の各種手続きについて」をご覧

ください。 

 

15 延長保育について 

「延長保育」とは、通常の開所時間を越えて保育を行うことを言います。大田区の保育園の延長

保育には、「月ぎめ延長保育」と「スポット延長保育」の２種類があります。「月ぎめ延長保育」がひ

と月単位で実施するものに対して、「スポット延長保育」は、１日単位で延長保育を実施するもので

す。なお、定員制のため申込みをされても利用できない場合もございます。あらかじめご了承くださ

い。 

 

◆利用対象 

①保育の必要性の認定における保育必要量の区分が「保育標準時間」認定の児童であること。 

＊「保育短時間」認定の児童はご利用できません 

②延長保育に適応できる児童であること（特別な支援を要する児童は、利用できない場合がありま

す） 

③利用月の 1 日現在、児童が満１歳以上（区立区営園、大森西第二、矢口第二）、生後 4 か月以上

（東糀谷）、または生後 57 日以上（大森西第二、矢口第二、東糀谷の 3 園を除く区立民営園）

であること。 

④就労を要件とし、勤務の都合で 18 時 15 分までにお迎えに間に合わない世帯であること。 

 

※詳細は大田区こども家庭部保育サービス課が発行する「入園後の各種手続きについて」をご覧くだ

さい。 

 

◆遅刻について 

① 月ぎめ・スポット延長保育をどちらも利用していない方 

 あらかじめ定められているお迎え時間を過ぎた場合（遅刻した場合）は、児童一人につき１時

間 400 円（スポット延長保育料１時間分と同額）を徴収します。このとき、補食の提供はあ

りません。なお、Ａ階級層からＢ階級層の場合でも料金が発生します。 

② 月ぎめ・スポット延長保育をどちらも利用している方 

申し込みした延長保育の終了時間を過ぎた場合（遅刻した場合）は、児童一人につき１時間

400 円（スポット延長保育料１時間分と同額）を徴収します。なお、Ａ階級層からＢ階級層の

場合でも料金が発生します。 

③ お迎えの時間に公共交通機関（電車）が遅延した場合 

「遅延証明」等の提出、または保育園で遅延の事実が確認できればスポット延長保育料金は発生

しません。ただし、補食の提供はありません。 
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16 緊急時等における対応方法 

対応方法 

◆児童に体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに入園児の保護者

又は医療機関（嘱託医を含む）への連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

◆保護者と連絡が取れない場合には、児童の身体の安全を最優先させ、しかるべ

き対処を行いますのでご了承ください。 

救急・消防 

管轄 蒲田消防署 

所在地 大田区蒲田本町二丁目２８番１号 

連絡先 ０３－３７３５－０１１９ 

警察 

管轄 蒲田警察署 

所在地 大田区蒲田本町二丁目３番３号 

連絡先 ０３－３７３１－０１１０ 

嘱託医 

管轄 森岡小児科医院（医師：森岡 新） 

所在地 大田区西六郷一丁目１９番１５号 

連絡先 ０３－３７３８－５９１８ 

嘱託歯科医 

管轄 アロマスクエア歯科クリニック（歯科医師：青柳 浩樹） 

所在地 大田区蒲田五丁目３７番１号 ニッセイアロマスクエア３F 

連絡先 ０３－３７３２－１１８２ 

 

17 非常災害対策 

防犯設備 学校110番（非常通報装置）、玄関扉電気錠、警備保障 

防災設備 自動火災探知器、煙感知器、誘導灯、排煙装置及び消火器 

消防計画 

届出年月日 
蒲田消防署  平成２５年１０月８日 届出済 

防火管理者 園長 浜田 理恵 

定期訓練 
◆避難訓練、消火訓練：毎月１回以上実施 

◆総合防災訓練（引取訓練を含む）通報訓練：毎年1回実施 

災害発生時 

の対応等 
保護者等に引き渡すまでの間（開所時間外を含む）、引き続き児童を保護します。 

災害時安否 

情報メール 

災害時に、コドモンアプリの「お知らせ一斉配信」にて情報提供をいたします。 

この安否情報は、災害時に保育園の避難状況が落ち着き園児の安全が確保された

ら、一斉送信します。個別の連絡や安否確認、お問い合わせ等の対応は行いませ

ん。 

災害発生時のメール送受信は、回線の混雑状況の影響を受けることをあらかじめ

ご了承ください。 
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◆非常災害時の対応について 

「災害は、忘れた頃にやってくる。」と言われています。特に、地震はいつどこで発生するかわか

りません。大田区では大規模地震対策特別措置法に基づき、災害から区民の皆様の生命・身体・財産

を守るため、各種の防災対策を進めています。保育園においても、皆様からお預かりしているお子さ

んを災害から守るため、全組織をあげて対応するよう備えております。 

 しかしながら、これらの対応には、区民の皆様のご協力、特に保育園においては保護者の皆様のご

理解とご協力が不可欠です。いざという時に皆様に適切な行動をとっていただき、保育園と保護者の

皆様とが一体となって、園児の安全を確保できるよう以下のことにご協力をお願いいたします。 

 

① 入園時に児童調査票を提出していただきます。 

 

② 非常災害が発令された場合、または現実に非常災害が発生した場合、保護者の方は保育園に迎

えにきてください。園舎が危険な場合は、別の避難場所に避難していることがあります。 

避難場所を保育園前に掲示しますので、電話による連絡・問い合わせはお断りします。 

 

避難場所 旧蒲田電車区周辺一帯 

水害時緊急避難場所 UR1 号棟４階・大田区立新宿小学校 

 

③ 原則として引き渡しは保護者に限りますが、状況により保護者が来られない場合の代わりの人

（代理引取り人）をあらかじめ児童調査票に記入しお知らせください。 

 

④ 園児の引き渡しは、引き渡し名簿確認のうえで行いますので、迎えにきたときは無断で連れて

帰らないでください。 
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＜児童調査票について＞ 

入園時に保護者の皆様から、非常時の連絡先を児童調査票により記入し提出していただいています。

この児童調査票は緊急時及び災害時に利用する大切な個人情報の書類となります。下記にあります災

害時（代理引取人）も含めて、記入後に児童調査票のひとつの項目でも変更が生じた場合は、必ず園

へお知らせください。変更の記入をしていただきます。 

お子さんをお預かりする上で、保護者の皆様と連絡を取り合うために重要なものとなりますので、

ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

        （表）                       （裏）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理引取り人とは、災害時に保護者が来られな

い場合、保護者の代理としてお子さんを引き取

りにきて頂ける方のことです。 父母以外の方

をご記入ください。 

 

この欄に記入した人は、通常のお迎えだと判断し、

引き渡します。記入以外の人が、お迎えの時は事前

に園へお知らせください。 

災害時には保護者かこの欄に記入した人

（代理引取り人）のお迎えだと判断し、引

き渡します。記入されていない方には引き

渡しはできません。 
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18 虐待防止等の措置について 

体制整備等 
入所児童の虐待防止及び人権擁護等を図るために、必要な体制の整備を行うとと

もに、職員に対する研修その他の措置を講じます。 

緊急時の対応 

児童に不適切な養育の兆候が認められる場合その他必要な場合は、児童虐待の防

止等に関する法律その他の関係法令等に従い、関係機関へ通告等を行うほか、関

係機関と連携し必要な対応を行います。 

保育園には、虐待が疑われる場合、通告する義務があります。 

【関係法令】児童虐待の防止等に関する法律 第 6 条 

 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置す 

る福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若 

しくは、児童相談所に通告しなければならない。 

しくは児童相談所に通告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 職員研修等について 

職員研修 
保育の専門性等の向上を図るために研修計画を策定し、職場内及び外部研修の受

講に努めます。 

自己評価 
職員による保育の内容等に関する「自己評価」を毎年１回以上実施し、保育の質

の向上に努めます。 

第三者評価 

◆認証評価機関による「第三者評価」を定期的に受審します。 

◆当保育所の受審結果は、下記ホームページのほか、１階事務室に常時備えてあ

りますのでご覧ください。 

【参考】公益財団法人東京都福祉保健財団（ＵＲＬ） 

  https://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/hyoka/hyokatop.htm 

虐待には、次の４つがあります。（児童虐待防止法に規定） 

 ・身体的虐待・・・殴る。蹴る。突き飛ばす。たばこの火などを押し付ける。熱湯をかけ

る。首を絞める。戸外に締め出す。閉じ込める。縛り付ける。など 

 ・心理的虐待・・・ひどい言葉を浴びせる。罵倒する。脅す。無視する。きょうだいと 

          差別する。配偶者に対する暴力や暴言。きょうだいに対する虐待。 

          など 

こどものいる家庭においてＤＶが行われた場合、こどもは著しい精 

神的負担を重ねることになるため、こどもが目撃するか否かにかか 

わらず、心理的虐待として対応する。 

 ・性的虐待 ・・・性交。性的行為。性器や性行為を見せる。ポルノ写真を撮る。入浴 

やトイレを覗く。など 

 ・ネグレクト・・・遺棄。置き去り。食事を与えない。衣服を長期間不潔なままにする。

病気でも受診させない。登園、登校させない。同居者等が虐待を行っ

ていることを放置する。など 

 

＊ 児童虐待対応マニュアル（大田区）より抜粋 
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20 保育内容に関する相談・苦情窓口等 

大田区立保育園では、利用者等からの苦情に適切に対応する体制を整えております。 

保育園に対する苦情や改善要望がございましたら、遠慮なく主任保育士・園長にご相談ください。 

また、保育園に話しづらい場合には、「第三者委員による苦情解決」、「福祉オンブズマン」の２種類

の相談体制も整備されていますのでご利用ください。 

 

 

（1）第三者委員による苦情解決 

この苦情解決制度は、従来、密室化されやすかった苦情対応をオープンな苦情解決システムに替え、

保育園利用者の権利を守りながら福祉サービスの質を高めることを目的としています。苦情の申し出

を契機に問題の早期発見・早期解決を図ろうとするものです。 

第三者委員の連絡先は、保育園に掲示してあります。 

① 保育園 

受付担当者 田部井 智子（役職：蒲田本町保育園 主任） 

解決責任者 浜田 理恵（役職：蒲田本町保育園 園長） 

連絡先 ０３－３７３９－２２８１ 

② 第三者委員 

氏名 森 英男（矢口地区民生委員・児童委員） 

連絡先 ０７０－５５９１－２７６５ 

氏名 田中 美津恵（六郷地区民生委員・児童委員） 

連絡先 ０３－３７３３－６８４１ 

③ 区市町村の相談・苦情受付窓口 

部署名 大田区こども家庭部保育サービス課管理係 

連絡先 03－5744－1279（直通） 

 

④ 苦情の範囲 

 ◆サービスの利用に関する事項 

⑤ 苦情解決の流れ 

 ◆保育園の窓口で受付担当者に申し出る場合と、第三者委員に直接申し出る場合（いずれも口頭又

は文書）の二通りがあります。 

⑥ 特徴 

 ◆第三者委員を設け、施設に直接言いづらいことを中立的な第三者に言えるようにしています。 
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【第三者委員による苦情解決のための仕組み】 

［担当：主任保育士］ 

［責任者：園長］                        ［第三者委員］ 

 

※相談解決の結果（改善事項）は口頭もしくは文書で責任者よりご報告申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

（2）福祉オンブズマン 

大田区が行う福祉サービスに関する苦情などを、公正かつ中立な立場で処理するための制度です。 

オンブズマンは 4 人で、福祉や法律の専門家です。 

苦情の申し立てができる方は、福祉サービスを現在受けていたり、サービスを受けられなくなった

り、受けようとしたサービスの申請を認められなかった方などです。 

苦情申立書が出されると、オンブズマンが調査しその結果を通知します。必要な場合は、区にサー

ビスの内容を是正するよう勧告したり、制度の改善をするよう意見表明をします。 

詳細は福祉オンブズマン担当にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

サービス利用者（保護者） 

意見・要望等の受付担当者 

（意見・要望などの受付・記録） 

意見・要望等の相談解決責任者 

（話し合いにより意見・要望等を解決します） 

第三者委員 

（ 必 要 に 応 じ て 話 し 合 い に 立 ち 会 い ま す ） 

（ 責 任 者 の 段 階 の 相 談 で 納 得  

い か な い 場 合 に は 、 第 三 者  

委 員 に 直 接 相 談 し 、 話 し 合 い

へ の 立 ち 会 い ・ 助 言 を 求 め る

こ と が で き ま す ）  

意見・要望・相談 

（保護者の求めに応じて報告します） 

報 告 

（
意
見
・
要
望
等
の
内
容
の
確
認
・
報
告
を
受
け
た
旨
の
通
知
を
行
い
ま
す
） 

問い合わせ先 

保育サービス課 管理係 

電 話 03-5744-1279 

ＦＡＸ 03-5744-1715 

問い合わせ先 

広聴広報課 福祉オンブズマン担当 

電 話 03-5744-1130 

ＦＡＸ 03-5744-1553 
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21 賠償責任保険等の加入 

【日本スポーツ振興センターの災害共済給付について】 

保育園では、日頃から安全な保育を心がけておりますが、万が一の事故に備え掛金全額区負担で園

児全員が独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しております。 

保育園で保育を受けているとき及び通常の経路での登降園中のケガなど保育園の管理下で起こった

災害により、医療機関等を受診した場合に同制度で定められた災害共済給付金が支給されます。 

 

（１）給付の範囲 

保育園の管理下における負傷（擦過傷、打撲など）、疾病（給食による食中毒、熱中症、漆等によ

る皮膚炎など）などのうち内閣府令で定めたものが給付対象になります。 

保育園の管理下とは、次のような場合です。 

① 保育中（園外保育、遠足等を含む） 

② 通常の経路での登降園中 

（２）給付の種類 

① 医療費 

ア 医療保険各法が適用される範囲内で、医療機関等を受診し総医療費が 500 点以上にな

った場合に給付されます。 

    イ 高額療養費（7,000 点以上）の場合は計算方法が異なります。 

ウ 同一の災害の傷病についての給付は、給付開始後、最長 10 年間行なわれます。 

② 障害見舞金 

   保育園の管理下での負傷・疾病で後遺障害が残った場合、その程度に応じて区分された等

級により、障害見舞金が支給されます。 

③ 死亡見舞金 

万が一、保育園の管理下の災害によって亡くなった場合に支給されます。 

（３）給付の対象とならない場合 

① 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日（負傷・疾病により病院にかかり、

総医療費が 500 点以上になった時）から２年間請求を行なわないときは時効により消滅

します。 

② 治療開始から治癒までの総医療費が、500 点未満の場合は日本スポーツ振興センターか

らの災害共済給付の対象となりません。 

③ 医療保険以外の治療（保険外の歯科治療、初診時の特定療養費など）を受けた場合。 

※特定療養費とは一部病院で初診時に請求される費用 

④ 交通事故などで加害者から損害賠償を受けた場合。 

⑤ 生活保護法による保護を受けている世帯は医療扶助を受けますので、医療費の給付はあり

ません。（ただし、障害見舞金等については給付対象となります。） 

⑥ 保険外診療（差額ベッド代等）、交通費等は給付対象となりません。 

（４）その他 

   ① 災害共済給付金は、保育園・保育サービス課を経由して請求・受領手続きを行なうため、

保育園を通じて給付されるまで数か月を要します。 

② 日本スポーツ振興センターへの手続きにつきましては「同意書（兼委任状）」（一災害一通）

をご提出いただきます。 

③ 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金に関する支給決定に不服申し立てがある場

合は、原則として当初決定を知った日の翌日から起算して 3 か月以内に行わなければなら

ないことになっています。 

 

【特別区自治体総合賠償責任保険】 

 施設管理や施設業務などに起因する対人・対物事故による法律上の賠償責任を補償する保険に加

入しています。 
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22 健康管理について 

① 乳幼児は免疫力が十分でないため、集団で長時間過ごす保育園では、病気にかかったり、体に異

常があらわれたりすることがあります。以下の症状が見られたときは、医師の指示を受け、元気な状

態に回復してから登園しましょう。（参考：「保育所における感染症対策ガイドライン」こども家庭庁） 

発 熱 ・24 時間以内に 38℃を超える発熱がある場合 

    ・解熱剤を使用している場合 

下 痢 ・24 時間以内に複数回の水様便がある場合 

    ・食事毎に下痢便が出る場合 

    ・機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐったりしている等の症状がみられる場合 

嘔 吐 ・24 時間以内に複数回の嘔吐がある場合 

    ・食欲がない、機嫌が悪く元気がない等の症状がみられる場合 

※発しんや目の異常（目やに、目の充血、まぶたの腫れ）は感染症の可能性があるため、医師の指示

を受けてから登園してください。 

② 薬は原則としてお預かりしません。 

③ 薬（気管支拡張テープなどの貼るタイプの薬も含む）を服用・使用して登園する場合は、必ず保

育園にお知らせください。また、気管支拡張テープには名前・日付を記入してください。 

④ 保育中に発病した場合には、保護者にお知らせをします。状況によってはお迎えをお願いするこ

とがあります。 

⑤ 学校保健安全法では、学校において予防すべき感染症にかかっている、かかっている疑いがある

ときは出席停止の指示をすることができるとなっていますので、保育園においてもこれを準用し

ていきます。また、登園する際には医師の診察を受けてから登園してください。 

⑥ 家族に感染症が発生した場合は、速やかにお知らせください。保育園において予防すべき感染症

は、以下のとおりです。 

 

 ⑦ 感染症等の情報や保育園における感染症対策については状況に応じてその都度通知いたします。 

23 巡回相談について 

 心理士等の専門家による巡回相談を保護者の承諾を得たうえで行い、保護者の育児相談に応じた 

り保育上の助言を受けたりしながら保育を実施しています。巡回相談日には、保護者も参加できます。 
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＜保護者用＞            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裏面にある感染症にかかった後の登園の際には、上記の登園届の提出をお願いいたします。 
なお、以下の①の場合には、医師の診断書（有料）の提出をお願いします。 
②の場合には、お子さんの早期回復と集団での感染拡大を防ぐために、登園を控えていただ

くこともありますので、ご了承ください。 
 

①  裏面の「登園のめやす」期間が終了しないうちに登園可能と医師に診断され、保護者が登

園を希望する場合 
 
 
② こどもの全身症状が良好でなく、施設長または施設長に準じる者が集団生活に支障がある

と判断する場合 
 
 

登園届の提出が必要な感染症の一覧を裏面に記載しています。 

 

                登  園  届  〔保護者記入〕 

 

 

               保育園長 

 

 

                      園児氏名              

 

生年月日   年   月   日生 

 

 

医療機関名              （   年  月  日受診）において 

 

病 名                 と診断されました。 

 

  病状が回復し、集団生活に支障がない状態と医師に判断されましたので 

  年  月  日 より登園いたします。 

 

 

       年   月   日     保護者名                
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24 保育園との連絡について 
① 入園時に児童調査票に記入していただきます。また、必要に応じて給付認定証を確認させて

いただく場合があります。 

② 家庭の状況に変更があった場合には、保育園と保育サービス課保育利用支援担当に速やかに届

けてください。変更届は保育園にあります。（住所、勤務先、勤務時間、電話番号、出産、育

児休業、家族の異動、給付認定証の記載事項の変更等）詳細につきましては、「入園後の各種

手続きについて」をご覧ください。また、給付認定証は大切に保管してください。 

③ 退園する場合は、保育園にお知らせください。 

また、同時に保育サービス課保育利用支援担当に退園届を提出してください。 

④ 欠席する場合には必ず保育園に連絡してください。コドモンにより連絡が可能です。 

連絡がない場合には保育園より確認の電話を入れさせていただきます。 

⑤ 登園、降園は決められた時間を守りましょう。児童の送迎は原則保護者ですが、やむをえず送

迎時間や送迎者に変更のある場合には、必ず事前に保育園に連絡してください。また、その際

の連絡は園が速やかに把握するためコドモンではなく電話にて連絡お願いします。 

お子さんの安全を考慮して、送迎は義務教育が終了した 15 歳以上の方がしてください。 

⑥ 登園したらお子さんは確実に保育者に引き渡し、お子さんの健康状態等必要なことをお伝え

ください。降園するときは保育者に声を掛けてから引き取ってください。 

⑦ 保護者の連絡先は常に明確にしておいてください。 

⑧ 園からの連絡（連絡帳、園だより、掲示物等）はよく目を通し、提出を要するものは期日を

守ってください。 

⑨ 園行事や緊急のお知らせをメールやコドモンでお知らせすることもあります。 

 

25 保育所児童保育要録について 

厚生労働省告示の「保育所保育指針」では、保育所に入所しているこどもの就学に際し、市区町村

の支援の下に、こどもの育ちを支えるための資料として「保育所児童保育要録」を保育園で作成して

就学先の小学校に送付することを定めています。 

保育園に在園し、保育園を卒園して小学校に入学される児童について、下記のとおり保育園が「保

育所児童保育要録」を作成し、保育園から小学校に送付しますので、ご了解をお願いします。 

◆保育所児童保育要録の目的 

保育所児童保育要録は、児童の担当保育士が保育士としての専門性を持ってこどもの育ってきた

過程を振り返り、こどもの姿や発達の状況を的確に捉えて記載します。これによりこどもの育ち

を次のステージ(小学校)へとつなげることを目的としています。 

◆個人情報の保護に関する取扱い 

保育所児童保育要録は、児童の氏名、生年月日等の個人情報を含んでいるため、個人情報の保護

に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を踏まえた取扱いにより目的外には使用いたしません。 

◆保育所児童保育要録の他に、就学支援シート（大田区教育委員会幼児教育センター取扱い）があ

ります。 

  就学支援シートは、お子さん一人ひとりの成長・発達の歩みを大切にし、学校生活へのスムー

ズな移行を支援するために、保護者の方と保育園がともに作成するものです。詳しくは、保育

園にお尋ねください。 

 

26 保育園からのお願い 

◆登園・お迎えの自動車の利用について 

保育園には、登園・お迎え用の駐車場がありません。自動車を利用し、園の付近に駐車すると、他

の園児や保護者にとって危険であり、近隣の住民の方、通行する方に迷惑となります。 

自動車での登園・お迎えはしないよう、ご協力のほどお願いいたします。 
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27 個人情報の取り扱いについて

 

大田区立保育園  プライバシーポリシー 

 

   個人情報保護法について  

 

１． 個人情報保護法とは・・個人情報の定義・・ 

氏名・生年月日・その他の記述により特定の個人を識別することができるものです。 

 他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することが 

できることとなるものを含みます。 

 

  「個人に関する情報」とは、氏名・性別・生年月日・住所・本籍・国籍・親族関係 

  など、戸籍記載事項のほか、心身の状況・思想・信条・宗教・職歴・学歴・成績・所

得・財産の状況、その他一切の個人に関する情報を言います。 

 

２． 個人情報の収集について 

   個人の情報を収集する際には、利用目的を明確にした上で、目的達成のため必要最

小限の範囲内で収集を行います。（入園時の調査表など） 

   原則、本人から直接収集いたします。 

 

３． 個人情報の管理について 

個人情報は正確かつ最新の状態に保つよう努めます。また、漏えいがないよう適切

な措置をとります。個人情報を保有する必要がなくなったら、速やかに消去、廃棄し

ます。 

 

４． 個人情報の目的外利用・外部提供 

目的外利用は、区の内部組織であっても原則禁止されています。また、目的以外の

組織の第三者への外部提供も原則禁止されています。区以外の組織の第三者への外

部提供も原則禁止されています。 

 

【保育園では…】 

  目的外利用、外部提供は原則されませんが、目的の範囲内で内部利用することも

あります。 

例）保育サービス課でのアレルギー対応児情報の一括管理、事故報告書の記録・保

存・保育業務支援システムの登録情報管理等 
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【その他個人情報の利用・提供の例】 

①「ビデオ、写真、その他、個人情報の園内での掲示等について」 

保育園では、写真撮影をして写真トピックスやクラスだより等で園内に掲示したり

ビデオを撮影し保護者会等においてご覧いただいたりしております。 

そのため、保護者の方に事前に確認し、同意書（別紙１）をいただいております。 

また、これらを外部提供する場合には、その都度お知らせし、確認を取らせていた

だいております。 

②「転園に際しての区立保育園間、個人情報の受け渡し」 

大田区立保育園から他の大田区立保育園への転園の際には、円滑な園児情報の引

継ぎのため、大田区立保育園間で「調査表」の提供を行います。そのため、保護者

の方に事前に確認し、承諾書（別紙２）をいただいております。 

転園の際は園長にお申し出ください。 

 

③「保育所児童保育要録」…園児の就学に際し、子どもの育ちを支えるための資料と

して「保育要録」を作成し、就学先の小学校に送付いたします。 

 

５． 保有個人情報の開示、訂正、利用停止の請求 

保育園が保有している個人情報について、開示 訂正、利用停止を請求することが

できます。詳細は保育園までお問い合わせください。 

 

 

※保護者の皆 様へのお願い 

保育園 行事などの際に個人で撮影 したビデオや写真 などを、 

外 部 への提 供 やインターネット（ブログや動 画 サイトなど）に投 稿され

る場 合は、映っている人 が特定されないようにして下さい。 
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大田区立保育園 

 

個人情報の利用目的について 

 

保育園で取り扱う個人情報は、以下の目的のために使用します。 

（目的外の使用・第三者への提供はしません。） 

 

※ 下記の各項目に児童･保護者の方の情報を記載することがあります。 

個人情報はその利用目的以外に使用することはありません。 

項 目 利 用 目 的 

児童調査票 
保護者の方の勤務状況や連絡先・緊急時の連絡先把握のため

に使用します。保育園より病院受診の際に持参します。 

調査表 
入園時お子さんの生育状況などを把握し保育の参考のために

利用します。 

園だより 

クラスだより 

保育園の様子をお伝えするためのお便りですが、園児の名前

については、ひらがなで掲載します。 

連絡帳 
お子さんの家庭での様子、連絡事項を把握し、園での様子、

連絡事項をお知らせするために使用します。 

健康カード 

お子さんの身長・体重・頭囲・胸囲の発達・感染症罹患・予

防接種状況・健診結果などを把握・記録し、お知らせするた

めに使用します。 

写真・ビデオ 

トピックス情報の掲示や保護者会等で放映し保育園の様子を

お伝えするために撮影します。なお、テレビ、新聞、大田区

報等に提供する場合は、個別に確認を取らせていただきます。 

保育業務 

支援システム 

氏名、生年月日、所属園名、所属クラスなどを使用して欠席・

遅刻連絡や、お知らせの配信、登降園情報などをシステムで

管理します 

 

※ 上記各項目に掲げる資料に個人情報が利用されること、およびその利

用目的以外に使用することがないとの説明を受け、承諾します。 

 

     年  月  日    （署名）          

別紙１ 
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転園に際する区立保育園間個人情報の受け渡しの承諾 

保育サービス課  

                     大田区立保育園 

 

大田区立保育園に転園するにあたり、園児に関わる「調査表」

を引き渡すことに承諾します。 

※「調査表」とは、入園の際ご記入いただいた書類のことです。 

 

なお、その際には個人情報保護について十分考慮を行うことを

保育園より説明を受け、承諾しました。 

 

 

 

  年   月  日 

署名              

 

 

 

 

別紙２ 
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子 育 て に つ い て 

 

 
 

健康はこどものしあわせな生活の基本です。         

こどもにとって心や体が発達していくうえで、生活のリズムを整えていくことはとても 

大切です。 

○規則正しい生活 

○思いきり体を動かして遊ぶ 

○楽しい食事 

○十分な睡眠や休息 

   これらの条件が満たされ心も体も安定して健康に過ごせるように、こどもの生活を 

24 時間でとらえ、家庭と保育園との連携を密にして生活リズムを整えましょう。 

 

 

食 事   “体づくりはまず食事から” 

朝の食事は大切です！ 

  朝ごはんを食べることによって体も脳も目覚めます。朝ごはんを食べて登園しましょう。 

○バランスのとれた食事をとりましょう。 

   育ち盛りのこどもは十分な栄養をとることが大切です。いろいろな食品を組み合わせた 

献立を考えましょう。 

○年齢によって食べやすい工夫をしましょう。 

   こどもの成長に応じて食べきれる量を考え、偏食にならないよう調理の方法を工夫しま 

しょう。 

○楽しく食事をとりましょう。 

   食事は楽しく食べてこそ、より栄養になるとも言われています。家族でできるだけゆったりと

食事をするよう心がけましょう。 

 

睡 眠   “早起き早寝、寝る子は育つ” 

〇早起き早寝の習慣はこどもの意欲を高め健全な心と体を育てます。 

○決まった時間に気持ちよく眠ることができるように環境を整えましょう。 

○大人の都合で夜更かしなどしないよう早寝の習慣をつけましょう。 

 

排 泄   “毎日 規則正しい排泄を” 

○登園前に排便をすませるように、小さいときから心がけましょう。 

 

健康に過ごすために 
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運 動   “戸外であそびましょう” 

○外気に触れて体を動かして遊ぶことは運動機能の発達はもちろん骨の発育を促し、体を丈夫 

にし、病気への抵抗力を高めるうえで大切です。また、体を丈夫にするためにできるだけ歩 

くように心がけましょう。 

 

薄 着   “薄着で丈夫な体を” 

○寒くなるとつい厚着をさせてしまいがちです。丈夫なこどもに育つように薄着の習慣を心が 

けましょう。こどもは新陳代謝が活発なので大人より 1 枚少ないほうが心地よく過ごせます。 

○肌に直接触れる衣類は汗を吸収しやすい素材のものを選びましょう。 

 

事 故   “こどもは危険に対する予測がつきません” 

 ○やけど、誤飲、転落によるケガや事故等がないよう大人が十分注意し、こどもの安全を 

守りましょう。 

 ○こどもの交通事故は保護者の責任です。 

大人が交通ルールとマナーを守り、見本を示しましょう。 

○登降園時など、自転車での事故が増えています。こどもを自転車に乗せたままその場から離れな

いようにしましょう。また、ヘルメットを必ずかぶせ、座席ベルトを着用して事故から守りまし

ょう。 

 ○大きくなると友だちの家などへの行き来を、こども同士で約束するようになります。こども 

の外出はまだ多くの危険が伴います。必ず保護者が付き添うようにしましょう。   

 

 

 

 

 

 

  

こどもは豊かに成長する力をもっています。 

   全身を使って、歩いたり走ったり、泥んこになったり、冒険したり、五感を使った遊びや

体験を通して、自分で考えて行動することや友だちや様々な人との関わりを学びます。その

中で喜んだり、悲しんだり、感動したり、がまんしたり、相手を思いやる気持ちが育ちます。 

 

 

こどもはいたずらが大好きです 

   こどものやってみよう、試してみようという意欲はできるだけ認めながら、やってはいけない

ことはきちんと教え、危険のないよう見守っていきましょう。 

 

明るく思いやりのある子・意欲的な子に育つために 
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こどもとお話をする時間を楽しみましょう 

   こどもが話しかけてきたらしっかり聞きましょう。そのことがこどもの聞いたり、話したり、

考えたりする力を伸ばします。 

 

心豊かなふれあいを 

   豊かな情緒は、喜んだり感動したりする経験や、親のやさしい言葉かけ、日常のさりげない思

いやりなど日々の生活の中で養われます。 

 

こどもとデジタルメディア 

   こどもの生活の中でテレビや DVD・スマートフォン・タブレットなどを見たり、ゲームをし

たりするなど長時間視聴の弊害が問題視されています。2 歳未満のこどもの視聴は好ましくない

とも言われています。見る番組を決め、見終わったら消すなど工夫していきましょう。また、食

事中はテレビを消しましょう。 

 

友だちとの関わりはこどもを育てます 

   こどもは、友だち同士のいざこざやぶつかり合いを通して社会のルールを知り、友だちへの思

いやりも育っていきます。大人の都合や感情で子どもをみるのではなく、こどもの気持ちを理解

しこども同士で解決できる力を育てていきましょう。 

 

“自分で”を大切に 

   こどもが“自分で”というとき、危険のない限り自分からやろうとする意欲を大切に見守りま

しょう。失敗しても怒らず、意欲につながるような言葉かけをしていきましょう。 

 

肯定的な言葉かけを 

   ｢だめ｣「いけません」「あぶない･･･」などの禁止ことばや「～しなさい」「早く早く」と 

いう命令的なことばを日頃使いがちです。「片付けしなさい！」というより「片付いていると気持

ちいいね」や「○○するともっとよくなるよ」などというように、肯定的な言葉かけをすること

は、こどもの自発性を育てます。保護者の生活にこどもをあわせるのではなく、ゆとりをもった

生活の工夫をしていきましょう。 

 

物を大切に 

○自分の物や、みんなで使う物を大切にする気持ちを育てましょう。 

○公共の場所や、公共の物の使い方を教えましょう。 

○遊んだ後のおもちゃや遊具を片付けやすいように環境をつくっていき、家庭でも大人が一緒に

やりながら整理や片付けの仕方を教えましょう。 

○自分の物と他人の物を区別するために、持ち物や衣類などに名前や目印をつけましょう。 
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人間の一生で一番成長のめざましい乳幼児期に、生活に必要な能力の基礎が育ちます。この時 

期に大人がなんでもやってしまったり、口を出しすぎたりするのではなく、必要に応じて手を 

貸したり、時には見守ったりしながらよい習慣を身につけていけるよう援助していきましょう。 

 

 

気持ちよく生活するために 

○身のまわりの習慣 

自分のことは自分でできるよう、着脱のしやすい衣類や足に合った靴を選びましょう。 

○清潔の習慣 

   いつもきれいにしていると気持ちがよいという感覚は、清潔の習慣づけの第一歩です。 

常に清潔であるように習慣づけましょう。 

・朝起きたら顔を洗い、髪をとかしましょう。 

・食事の前や、戸外から帰ってきたときは手洗い、うがいをしましょう。 

・衣類は毎日とりかえましょう。 

・爪は常に短く切っておきましょう。伸びすぎると不潔なだけでなく、怪我につながることも

あります。 

・髪の毛は衛生的にしましょう。 

・むし歯にならないために、歯をみがきましょう。 

 （一日一回は大人が仕上げみがきをしましょう。） 

 

あいさつや、正しいことばを 

○日常の生活の中で大人が進んで正しい言葉を使うよう心がけましょう。 

・おはよう、こんにちは、さようなら、ありがとう等の挨拶が気持ちよくできるようにしましょ

う。 

・「ハイ」「イイエ」等の返事がはっきり言えるようにしましょう。 

○大人や友だちの話に耳を傾け聞く態度が身につくようにしましょう。 

そのためには、大人がこどもの話をしっかり受け止め聞くようにしましょう。 

 

気持ちよい朝のスタートを 

○快い一日を過ごすためには、朝の気持ちよいスタートが大切です。 

“早く、早く”とせきたてることのないようにしましょう。 

○出かける前には持ち物をよく調べ、忘れ物はないかこどもと一緒に確かめましょう。 

○家から園までの距離や時間を考えてゆとりをもって登園しましょう。 

 

よい習慣をつけましょう 
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乳幼児期は親にまとわりついて肌のふれあいや愛情をもとめる時期です。十分なスキン 

シップを持つことがこどもの自立につながります。短い時間でも心をこめて接していく 

ことで、親と子の絆が深まります。 

 

お迎えのときはあたたかく迎えましょう 

○こどもは保護者の迎えを心待ちにしています。楽しい気持ちで帰宅できるように心がけま 

しょう。 

○帰り道は､一緒に買物をしたり、園での生活を聞いたりしながら帰りましょう。 

 

休日は楽しく過ごしましょう 

○休日は戸外で遊んだり絵本を読んだりするなど親子でゆっくり過ごす時間をつくるように 

しましょう。 

○日頃経験できない生活体験も大切です。こどもにあった過ごし方で親子一緒に楽しむ時間を大

切にしましょう。 

 

   発 達 の 特 徴  （おおよその目安） 

＜０～３か月未満児＞ 

○目覚めている時間が増していく。             

○空腹やおむつが汚れるなど不快になると泣く。 

○動くものを目で追う。 

○人の顔をじっとみる。 

○大きな音に反応する。 

○いろいろな音に敏感に反応し、音をきき分けるようになる。 

＜３か月～６か月未満児＞ 

○首がすわる。 

○うつぶせ姿勢にすると頭を少し上げることがある。 

○自分の手や指をもてあそび，自分の指を口に入れる。 

○ガラガラを持たせると振ってあそぶ。 

  ○声を出してひとりであそぶ。 

○音や声のする方に顔をむける。 

○あやしたり話しかけたりすると笑う。 

○離乳食を食べ始める。（5 か月頃） 

＜６か月～９か月未満児＞ 

○寝がえりが自由自在になったり、お座りしたり、這い出したりと動きが活発になってくる。 

○遠くにある玩具をとろうとして腕をのばす。 

親子のふれあいを大切にしましょう 
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○歯がはえ始める。 

○知らない人を見ると表情を固くしたり，泣いたりする。 

○好きな人を見るとキャッキャッと喜んで手をのばす。 

○アーアー，ウーウー，マンマ等さかんに喃語を言うようになる。 

○イナイ、イナイ、バァー等を喜ぶ。 

○離乳食が進み、一日二回食となる。 

＜９か月～１歳３か月未満児＞ 

○這い這いから、つかまり立ち、ヨチヨチ歩きをするようになる。 

○歯の数が増え、かんで食べるようになる。 

○気にいらないといらいらしたりじれて泣いたりして、自分の要求を強く表すようになる。 

○身近な人を見てニコニコしたり、相手になってもらうことを喜んだりするが人見知りもする。 

○好奇心が盛んになりいろいろな物に触れて遊ぶ。 

○名前をよばれると、そちらの方にふり向く。 

○大人のいう簡単なことばがわかり、片言が始まる。 

○小さいものを親指と人さし指でつまむ。 

○睡眠時間や排尿便の間隔が定まってくる。 

○離乳食が 3 回になる。（12 か月頃。おやつなどの補食は必要） 

＜１歳３か月～２歳未満児＞ 

○こぼしながらも手づかみやスプーン、フォークを使って一人で食べようとする。 

○歩行が徐々にしっかりしていく。 

○身振りで要求をあらわすことが多い。 

○大人の話しかけや、相手をしてもらうことを喜ぶ。 

○他児への関心が増してくる。 

○要求が通らないとかみついたりひっかいたりすることがある。 

○こどもをとりまくまわりのものにすべて興味をもって手を出す。（誤飲に注意する。） 

 （火気器具、ポット、ビニール袋、キャップ類、ボタン電池、化粧品、薬品、ボタン、磁石等） 

＜２ 歳 児＞ 

○食事はこぼしたりするが、一人で食べられる。 

○食前、排泄後の手洗いなどは声を掛けられてするようになる。 

○簡単な衣服を脱ぎ着できる。 

○好きな絵本を読んでもらうと喜ぶ。 

○簡単な歌が歌えたり、音楽に合わせて体を動かしたりすることを楽しむ。 

○親、友だち、動物などのまねをすることが盛んになってくる。 

○日常生活に必要な言葉がだんだんわかり、言葉数が増す。 

○大人の言うことに「いや」と言ったり従わなかったりすることが多い。 

○何でも自分でやりたがる反面、できないと頼ったりすることもまだある。 

○自我の芽生えが、かんしゃく、八つ当たり頑固な行動となって表れてくることが多くなる。 
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○友だちなどへの関心や関わりが増すことから、物の取り合いによるトラブルが多くみられる。 

○歩く、走る、跳ぶなど基本的な運動機能が伸びるとともに手、指の動作も巧みになってくる。 

＜３ 歳 児＞ 

○歩く、走る、跳ぶなどの運動機能がしっかりしてくる。 

○手洗い、うがいができるようになる。 

○食事は一人で食べられる。 

○排便は一人でできるようになるが、大人の手助けを必要とする。 

○下着、洋服、パンツ、ズボン、靴下、靴などは脱いだり、着たり、履いたりができる。 

  ○簡単なきまりがわかるようになる。 

○友だちと喜んで遊び、少しのがまんはできる。 

○身のまわりのことに興味をもち「なぜ」「どうして」などの質問が多くなる。 

○自分の物と、人の物の区別ができる。 

  ○簡単なストーリーのある絵本を見たり、読んでもらったりすることを喜ぶ。 

＜４ 歳 児＞ 

○嫌いなものでも少しは食べようとする。 

○自分のことは自分ででき、簡単なお手伝いもする。 

○健康、安全など日常生活に大切なきまりを守ろうとする。 

○行動が活発になり、体をたくみに動かす運動が増える。 

○大人や友だちのいうことを理解しようとする。 

○自慢、喧嘩、好き、嫌いなどの感情をはっきりだすことができる。そのため、トラブルが、多

くなるが、そのぶつかりの中で他人の立場や要求が分かるようになる。 

○会話により生活が広まり、友だちと交流が豊かになる。 

○ごっこ遊びや童話を好むようになる。 

○好奇心が強く盛んに質問するようになる。 

○自分なりのイメージを持って身近な素材を使って描いたり作ったりするようになり、感じたこ

と考えたことを表せるようになる。 

＜５ 歳 児＞ 

○日常生活のきまりや約束がわかり、分担した仕事をやりとおそうとする。 

○運動機能が発達し、力を合わせ集団競技やルールのあるゲームを楽しむ。 

○問題がおきた場合、大人に頼らないで、自分たちで解決しようとする傾向があらわれる。 

○自分と他の人との違いなどに気づくようになり、不当と思うことを、黙っていない。 

○友だちとつながりが深まり、集団活動の楽しさが増す。 

○知ろうとする気持ちが強くなり、身近な社会や自然の現象を正しくとらえようとして疑問をも

ち、工夫して解決しようとする。 

○日常生活に必要な言葉が使え、文字や数に対して興味をしめす。 

○絵本や物語などに親しみ、内容に興味を持ち、様々に想像して楽しむ。 

○身近な人との関わりの中で、思いやりやいたわりの気持ち、感謝の気持ちを持つ。 
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蒲田本町保育園利用にあたって 
 

 

 

１．登降園時について 

 

①  規則正しい生活を送り、９時１５分までに登園しましょう。 

遅刻、欠席の場合は９時までにコドモンアプリの連絡機能でお知らせください。 

電話の場合は 8 時 30 分～9 時までにお知らせください。 

その際、遅刻・欠席理由もお伝え下さい（昼食、保育活動準備の為）。 

当日のお迎えに関してやむをえず時間等の変更が生じた場合もお知らせください。 

② お子様の送迎は、決められた時間（勤務時間+通勤時間）をお守り下さい。 

  仕事が早く終わったり、午後休みなどの時は、連絡の上、早めのお迎えが可能です。  

③ 自転車は、常時駐輪できるところはありません。団地内に置かないようにお願い致します。また、自転車のか

ごに荷物を入れたまま放置しないようにお願い致します。置き引きにご注意下さい。 

④ 団地内の出入りは車ではできないようになっています。  

⑤ 門の開閉は、近隣の迷惑になりますので、静かに行うようにお願い致します。 

⑥ ベビーカーはベビーカー置き場に置くことが出来ます。その際はきちんとたたんで、並べて置きましょう。 

ベビーカーの管理（紛失、破損など）は園では責任を負えませんのでご了承ください。 

   

 

 

 

２．テンキー使用について 

 

① 登園・降園の送迎の際は、門と玄関で４ケタの暗証番号を入力していただきます。 

② 番号を忘れてしまった方、代理で送迎の方はインターホンで対応いたしますので、クラスとお名前をお伝え

下さい。 

③ テンキーは、保護者の方にお知らせしているものです。防犯上お子様には教えない様お願いします。 

登降園の際、テンキーと門の開閉は保護者の方が行うようにお願い致します。子どもが飛び出すと危険です

ので、必ず門と玄関扉は閉めましょう。 
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３．ご家庭との連絡について 
 

①  ０～２歳 乳児クラス（コドモンアプリ） 

・お子さんの家庭での様子を、毎日登園前にコドモンアプリへ入力してください。 

・園でのお子さんの様子はコドモンアプリにて毎日お知らせします。 

 

② ３～５歳 幼児クラス（コドモンアプリ） 

  ・体温、健康状態などを、毎日登園前にコドモンアプリへ入力してください。 

・３～５歳はコドモンアプリにてその日のクラスの活動について毎日お知らせします。  

③ 園だより、保健・えいようだより、クラスだよりは毎月、給食だよりは必要に応じて随時配信しています。   

④ 天候等による行事の開催の有無などは、コドモンアプリで配信します。 

 

 

４．個人情報の取り扱いについて 

 
① ご家族以外の方からの、お子さんの在園の問い合わせや保護者の自宅、職場などについての問い合わせには

応じていません。その旨をご親戚や知人にもお知らせください。 

② ほかの保護者の方や、特定の方のご連絡先を保育園からはお知らせできません。 

③ 園でのようすをお知らせするため写真を掲示することがあります。掲示で都合の悪い方はクラスまでご連絡

ください。また、年間を通じ、業者の方に写真撮影をお願いしています。個人情報については、業者の方に趣

旨を理解していただき、取り扱いについては充分気をつけて頂いています。 

④ 連絡網や名簿の作成、公開は行っていません。 

⑤ 園内では、保護者の方の一切の撮影をお断りしています。園内行事の撮影に関しては別途お知らせいたしま

す。その際、撮影したビデオや写真を SNS に投稿したり、第三者への提供を行わないようにお願いします。 

 

 

個人情報保護について         

 

♦当保育園における個人情報の取扱いは下記の通りです。 
○個人情報（氏名、生年月日、電話番号、住所、保護者への連絡先など特定の個人を識別できる情報）

はその利用目的を明らかにします。 

○個人情報は、目的以外に利用いたしません。また、目的外に利用する場合は保護者の同意を得ます。

(緊急対応時は除く) 

○保育園で収集した個人情報は、適正に管理いたします。 

 

保育園での名前等の掲出・表示は次の通りです。 

１． ロッカー、靴箱、コート掛け 

・保育上、園児の持ち物保管場所の表示が必要なため、名前とマークで掲示します。 

２． 保育園で作成した作品 

・保育園での活動の成果を発表するため園内、クラス内に名前をつけて掲示します。 
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３．お誕生日に関すること 

・保育園玄関の掲示板に、その月がお誕生月のお子さまの写真と名前を掲示します。 

４．園だより・クラスだより 

・お子さまの保育園での状況をお伝えするため、名前（誕生日・入園・退園時）や写真が掲載されている園

だより、クラスだよりを配布、又は園内の掲示板に掲示します。 

５．写真・動画（※保護者の皆様への配信及び広告等を目的とした使用については別途記載いたします） 

・お子さまの保育園での状況をお伝えするため、行事の様子の写真、保育の様子の写真を園内に掲示いたし

ます。 

・保育園職員が撮影した写真データ、映像データは保護者に提供いたしません。 

・プライバシー保護のため、保護者の方の園内での撮影は極力ご遠慮ください。また、行事等を撮影された

場合、その取扱いにつきましては充分ご注意願います。 

６．コドモン（保育ＩＣＴシステム）における園児アカウントの作成・運用（コドモンデータセンターによる 

暗号化での管理） 

 

 

♦当保育園における動画・静止画の配信及び使用における取扱いは下記の通りです。 
○第三者が閲覧できる場所に掲示・アップロードする場合には、保護者の同意を得て、顔や名前が判別 

できないような画像（顔や名前が映らない）を使用いたします。 

○法人ホームページの園紹介動画・静止画など顔の露出が考えられるものを作成するにあたっては、 

作成ごとの保護者事前同意が得られた部分を切り取って公開用として作成し、公開前に再度チェック 

していただきます。 

○当園児の保護者向けへの配信（保育ＩＣＴを使用した活動報告や YouTube 限定公開を利用した動画

のアップロード配信など）につきましても年度毎にアンケートを取り、園単位・クラス単位での配信可

否を検討いたします。 

 

 

♦保育記録の整備について 

当園は、保育の提供に関するつぎに掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存するものとします。 

（１） 保育指針に基づく保育の提供に当たっての計画（保育計画） 

（２） 提供日、内容その他保育に係る提供の記録（児童出欠簿、児童票） 

（３） 園児の保護者が保育給付を不正に受けた場合に行う大田区への通知に係る記録 

（４） 園児または園児の保護者からの苦情の内容等の記録 

（５） 事故の状況および事故に際して行った処置についての記録（事故報告書） 

 

（同上における個人情報保護等について） 

１ 園児またはその家族に係る情報の収集は、利用目的を明確にし、目的達成のために必要最低限の範囲で行

い、原則として園児またはその保護者から直接行うものとします。 

２ 当園は、園児（卒園した者を含む）またはその家族に係る情報の漏えいを防止するため、「個人情報保護規

程」を遵守し、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必

要な措置を講じるものとします。 

３ 当園は、園児に関する情報を他の機関に対し提供する際は、法令で定めがある場合を除き、あらかじめ園

児の保護者の同意を得るものとします。 
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♦当保育園においてはセキュリティ対策として以下のことを行っています。 

 

（園内） 

・ファイアウォール、アンチスパム、アンチウイルス、アンチスパイウェア、フィルタリング、IPS（不正侵入 

制御）などの機能を１台で処理する UTM（FortiGate)を設置しています。 

・パソコンには更にウイルスソフト(ESET Endpoint Antivirus)をインストールし、ランサムウェア・マルウ 

ェアからの防御、データの漏洩防止に努めています。 

・ログイン時にはログイン専用の ID とパスワードでログイン、その後「職員の切替」で個人専用のパスワー 

ドを入力。安直にＩＤとパスワードを自動保存しないように策を講じています。 

・職責によりアクセス権限を付与。全員が見ることのできないデータや承認が無いと実行できないものがあり 

ます。 

 

（保護者） 

・園児毎に ID・パスワードが設定されており、第三者のアクセスを防いでいます。 

・保護者アプリからの連絡は特定情報のみであり、添付ファイルなどを認めていません。 

（コドモンデータセンター） 

・ＳＳＬ通信を利用し、データ暗号化（暗号化方式：RSA)を行っています。 

・ＡＷＳというデータセンタとして信頼度の高い環境であり、バックアップは１日４回行われ、データ消失の 

リスクを回避しています。 

 

 

５．行事用写真購入について 

    行事等の際には、写真業者による写真撮影があります。インターネットを利用した、写真閲覧・注文サービ

スでご購入いただくことが可能です。ご利用には、ＩＤ・パスワードが必要になります。詳しくは販売時にご

案内させていただきます。また、インターネット環境がないご家庭は園にご相談下さい。 
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６.持ち物について 

すべての持ち物に名前を記入して下さい 

＜持ち物一覧表＞   

用意して頂くもの ０歳児 １歳児 ２歳児 3～5 歳児 備考  

替

え 

おむつ（うしろに記名） ８枚 ８枚 必要に応じて   

 

おしりふき １パック １パック １パック   

パンツ   必要に応じて ３枚  

肌着（半そで） ３枚 ３枚 ３枚 ３枚 
１歳からはロンパースでな

い、丈の長めのもの 

Ｔシャツ 

（季節に合わせて半そで、または長そで） 
３枚 ３枚 ３枚 ３枚 冬場も薄手の物にしましょう 

ズボン ３枚 ３枚 ３枚 ３枚 着脱しやすいもの 

スタイ（よだれかけ） 必要に応じて 必要に応じて    

食事用エプロン 

（袖なしポケット付でマジックテープ・スナップで止められるもの） 

２～３枚 

ミルク用ガーゼハンカチ２枚 
３枚  

 延長保育の方は 

＋１枚 

午

睡

用 

毛布・タオルケット ※１ １枚 １枚 １枚 １枚  

コットシーツ  １枚 １枚 １枚 購入もできます 

防

災

用 

上履き（防災用靴を兼ねる）    １足  

園用外靴（防災用靴を兼ねる） 歩けるようになってから １足 １足 １足  

防災用ヘルメット・防災頭巾 園で用意いたします  

靴下 １足 １足 １足 １足  

防災服（長袖・長ズボン）おむつ １枚ずつ １枚ずつ １枚ずつ １枚ずつ 詳細は Ｐ42 参照 

水

遊

び 

水着・水泳帽  ※２    各１枚  

水遊び用バスタオル ※２ １枚 １枚 １枚 １枚 幼児はラップタオル 

外

遊

び 

トレーナー（冬） １枚 １枚 １枚 １枚  

靴下（予備を含む） 6 足 ２足 ２足 ２足  

外遊び用帽子  園で用意いたします 
ゴムの取り換えはご家

庭でお願いします。 

そ

の

他 

リュック    リュック  

汚れ物を入れる袋（記名して下さい） １枚 １枚 １枚 １枚 
スーパーの袋 

くらいの大きさ 

ビニール袋（５０枚入り）Ｌｻｲｽﾞ 
１パック   

※3 

１パック   

※3 

１パック  

※3 
１パック 目安の数量です 

 

※１ 冬季は毛布、夏季はタオル(ガーゼ)ケットを使用します。園貸与(無料)、もしくはご自宅からご用意いただ

く方法があります。 

※２ 水遊びに使用するものは、４月入園時には必要ありません。ご用意いただく時期に改めてお知らせいたし

ます。ラップタオルとはバスタオルにゴムを縫い付け、両端にはスナップを取り付け留められるように作

られた、スカート状のタオルです。 

※ 3 ０ ～ ２ 歳 （ ひ よ こ 、 あ ひ る 、 か な り や 組 ） は 、 ビ ニ ー ル 袋 を ご 用 意 い た だ き 、 共 同 で 使

用 さ せ て い た だ き ま す 。  

＊  上記以外に必要なものがある時は、事前にお知らせします。着替えが足りない場合は保育園でお貸しする

ことがあります。衛生上の観点からパンツだけは新品でお貸ししますので新品でお返し下さい。 
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【 ト レ ー ナ ー に つ い て 】  

・ 冬 場 に 外 に 出 る 時 に 使 用 し ま す 。  

・ パ ー カ ー な ど の フ ー ド の あ る も の は 、 遊 具 に 引 っ か か る 等 、 思 わ ぬ 事 故 に つ な が る 事 が  

あ り ま す の で お や め 下 さ い 。  

 

【 靴 に つ い て 】  

・ 登 ・ 降 園 時 は 、 サ ン ダ ル や ブ ー ツ ・ 革 靴 ・ ひ も 靴 ・ お 出 か け 靴 は 止 め ま し ょ う 。 自 分 で

履 け る 靴 、 履 き や す い 靴 を ご 用 意 く だ さ い 。  

 

【 リ ュ ッ ク に つ い て 】（ ３ ～ ５ 歳 児 ）  

・ 通 園 バ ッ ク と し て 使 用 し ま す 。  

・ リ ュ ッ ク に は 汚 れ 物 を 入 れ る 為 の ビ ニ ー ル 袋 や エ コ バ ッ ク な ど を 毎 日 入 れ て お い て 下 さ

い 。 記 名 を お 願 い し ま す 。  

 ・ キ ー ホ ル ダ ー ・ お 守 り 等 は つ け な い で 下 さ い 。  

 

【 持 ち 物 に つ い て の お 願 い 】  

①  衣 類 、 鞄 を 含 む 全 て の 持 ち 物 の 見 や す い と こ ろ に 記 名 し て 下 さ い 。  

  は が れ や す い も の は 誤 飲 に 繋 が り ま す の で 気 を 付 け て 下 さ い 。  

②  衣 類 は 季 節 や お 子 様 の 成 長 に 合 わ せ て 調 節 し て 下 さ い 。 前 ペ ー ジ の 表 は 目 安 の 数 で す 。  

③  毎 日 の 汚 れ 物 は 汚 れ 物 袋 に 入 れ て お 返 し 致 し ま す 。  

お 持 ち 帰 り に な っ た 分 は 補 充 を お 願 い 致 し ま す 。  

 泥 ん こ 遊 び を し た 衣 服 は 、 泥 や 砂 を 払 い 落 し た 後 、 洗 わ ず に お 返 し 致 し ま す 。 絵 具 を 使

用 す る こ と も あ り ま す 。 汚 れ て も 良 い 服 装 で ご 登 園 お 願 い し ま す 。  

④  個 人 の お も ち ゃ 等 の 持 込 み は ご 遠 慮 下 さ い 。  

⑤  靴 、 衣 類 は お 子 様 自 身 で 着 脱 し 易 く 動 き や す い も の に し て 下 さ い 。  

（ オ ー バ ー オ ー ル 、 ロ ン グ ス カ ー ト 、 フ ー ド 付 衣 服 、 チ ュ ニ ッ ク 、 タ イ ツ は ご 遠 慮 下 さ

い 。）  

⑥  髪 を 束 ね る 時 は 飾 り の つ い て い な い シ ン プ ル な ヘ ア ゴ ム を 使 用 し て く だ さ い 。（ シ リ コ ン

製 は 不 可 ）  

⑦  ひ よ こ 組 は 徐 々 に ロ ン パ ー ス 型 の 肌 着 か ら 上 下 分 か れ た 衣 服 へ の 移 行 を お 願 い し ま す 。  

⑧  食 物 ア レ ル ギ ー の お 子 さ ん が お り ま す の で 、 園 内 に 食 べ 物 や 水 以 外 の 飲 み 物 を お 持 ち い

た だ か な い よ う お 願 い し ま す 。  

 

７．寝具について 

（0 歳児クラス） 

①  ０ 歳 児 ク ラ ス は 、 布 団 （ 園 備 品 ）、 お よ び 冬季は毛布、夏季はタオルケットを使用します。 

毛布とタオルケット（ガーゼケット）は園貸与のもの、もしくはご自宅からご用意いただく方法があり 

ます。 

※すべて別布で名前を付けてください。 

名前の付け方は次ページをご覧ください。 

② 敷布団カバー１枚はマークをつけて園で貸与します。 
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（１～5 歳児クラス） 

① コット（簡易ベッド・園備品）を使用します。 

保護者の方には、コットシーツをご用意いただきます。（注文することもできます。）   

・名前をつけて下さい。名前の付け方は下記をご覧ください。 

② 冬季は毛布、夏季はタオルケットを使用します。 

毛布とタオルケット（ガーゼケット）は園貸与のもの、もしくはご自宅からご用意いただく方法が 

あります。 

 

 

コットシーツ 

バスタオルでも作れます 

（寸法は出来上がりの大きさです） 

  

 

 

 

 

 

  

  

・１歳児はコットシーツの下の部分 28 ㎝分を折って、全長１０5 ㎝になるように縫い付けて下さい。 

・必要に応じて、おねしょマットをご用意下さい。  

 なお、園貸与の毛布は洗濯ネットに入れて洗濯していただき、乾燥機は使用しないでください。 

 

 

 

タオルケット・毛布 

名前の寸法のめやす 

※寸法は出来上がりの大きさです。白い布でわかりやすくはっきりと書いて下さい。 

 

タオルケット コットシーツ 毛布（または毛布カバー）              

 

 

 
 
 
 
 

57 ㎝ 

 

 

なまえ 

 

 
94 ㎝ 133 ㎝ 

平ゴム 30ｃｍ（幅 2 ㎝位）を 4 か所付けて

下さい 

なまえ 

19 ㎝ 

１歳児用  

19 ㎝ 

105 ㎝ 64 ㎝ 

28 ㎝ 

折る 

15ｃｍ 

8ｃｍ な ま え 
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０・１・２歳児 ３・４・５歳児 

特 定 非 営 利 活 動 法 人  樹 林 館  受 注 販 売   

 

コットシーツ 

 

  

１．７００円（税込） 

１～２歳 丈つめタイプ 

２～５歳 ロングタイプ 

※ ２ 歳 は お 子 さ ん の 身 ⾧ に よ っ て 丈 つ め タ イ プ 、ロ ン グ タ イ プ が あ り ま す 。新 入 園 の 場 合 は ロ
ン グ タ イ プ に な り ま す 。  

 
 
 
８．非常 時について  
１．地震災害に備えて用意するもの   

防災衣類（全園児）  

・災害用として、長袖上着（かぶり式）・長ズボン・おむつ（使用中の方）を用意して下さい。 

   ・厚手のトレーナー（フリースは避けてください） 

   ・洋服の上から着用します。着脱しやすい大きさのもので、上着はフード･ファスナー･ボタンがないもの。 

・衣類に名札を付けて下さい。 

・靴下（わかりやすいところに名前を書いて下さい）   

・長袖上着、長ズボン、（おむつ）、靴下を１つにまとめ、 

幅広ゴム（名前を大きくはっきりと記入）でまとめて止めて下さい。 

 

 

 

 

 

 

防災靴（０～５歳児）   

・幼児クラス（３・４・５歳児）は、上履き（室内用を兼ねます）  

・歩くことが出来るようになった０歳児、乳児クラス（１・２歳児）は、園での活動用・散歩用としても

使用します。 

  ・底が厚いもの・ひも靴は避けて下さい。 

・サイズは時々確認して下さい。   

・名前はかかとの部分に書いて下さい。 

防災用ヘルメット・防災頭巾 

・ 園で用意いたします。 

 

 

 

 

園児名→ひらがなフルネーム 

 大田区立蒲田本町保育園 

 ０３（３７３９）２２８１ 

（上着、ズボンと 2 枚必要） 10 ㎝ 

 

14 ㎝ 

前 

前 
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汚れた衣類の取り扱いについてのお願い 

おう吐物や便、血液の中には、感染症の原因となる細菌やウイルスが含まれていることがあります。 

処理をしたとき感染が広がることを防ぐため、保育園では、おう吐物や下痢、血液で汚れた衣類は、以下の

ように取り扱い、ご家庭にお返ししてお洗濯をお願いしています。 

ご理解、ご協力よろしくお願いします。 

汚れ物の種類 衣類等の取り扱い 

おう吐物 
汚れた衣類等は、ビニール袋に密封し、洗わずそのままお返しします。 

外のバケツで保管します。 
下痢便 

血液 

普通便 固形物を取り除き、洗わないでビニール袋に密封してお返しします。 

尿 汚れたところを水ですすぎ洗いし、ビニール袋に入れお返しします。 

 

 

 

ご家族にも感染が広がらないように、「素早く、丁寧に、正しい手順」で処理することが大切です。 

＜おう吐物・下痢便で汚れた衣類の消毒・洗濯のしかた＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜血液の汚れの落とし方＞ 

以下のような方法があります。 

○中性洗剤と水でもみ洗いをします。（必ず水を使います。お湯は、熱によって血液中のたんぱく質が 

固まってしまい、よけいに落ちにくくなります。） 

○酸素系漂白剤を希釈したものを汚れにしみこませ、10 分くらいおいてから汚れを落とします。 

（塩素系ではなく、酸素系漂白剤です） 

※いずれの方法も、汚れが落ちたら十分すすいで他の洗濯物と一緒に洗濯しても大丈夫です。 

 

＜家庭での汚れ物の消毒・洗濯のしかた＞ 

③ 消毒後、他のものと分けて洗濯します。 

※その他の方法では、日光でよく乾かすか乾燥機を 

  使用したり、スチームアイロンをかけるのも効果的 

です。 

【消毒液の作り方】 

水 500ml に対して塩素系漂白剤 2ml 

（ペットボトルキャップ 1／2 杯弱） 

※ノロウイルスに効果のある消毒液は、次亜塩素酸 

ナトリウム（塩素系漂白剤）だけです。 

① 衣類についた固形物を取って水洗いします。 

② 「0.02%に薄めた塩素系漂白剤」に 10 分つけるか、 

色落ちが心配な場合は、85℃以上で１分間以上熱湯 

消毒します。 

○使い捨て手袋やマスクをつけて処理しましょう 

○処理するときは、換気を十分にしましょう 

○処理後は石けんと流水で手を洗いましょう  

１／２杯弱 
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予防接種を受けてからの登園について 

 

感染症の中には、ワクチンで予防できるものがあります。お子さんの健康を守るために、予防接種は 

計画的に受けましょう。お仕事をしながら、数多くの予防接種を受けるのは調整が難しいかと思いますが、

病院によっては、予防接種を受けられる曜日や時間帯が決まっている場合がありますので、事前に確認・ 

予約が必要な場合があります。 

 

登園前に予防接種を受ける際には、以下の点を確認・ご注意ください。 

また、保育中に副反応として、高い熱が出る・強い症状が出るなどした場合には、お迎えをお願いする 

ことになりますので、お仕事がお休みの日に受けていただくのが安心かと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園での健康診断について 

 

保育園に入所されているお子さんは、下記の健康診断を必ず受けていただく必要があります。 

なお、健診は嘱託医による健診が必要となります。 

・入園時健康診断  ・内科健診（年 2 回）  ・歯科健診（年 2 回） 

 

 

  ☆病院で行うこと☆ ★ 登園後のおねがい ★

・「接種後に保育園へ登園する 

こと」を医師に伝えて下さい。

・接種後 30 分は特に副反応が

出やすい時間です。この間は

病院に待機し、様子を医師に

確認してもらってください。

 

・当日の保育園生活の注意点

を医師に確認してください。

 
！登園時には「どこの病院で」「何を」

「どこに」接種したか、職員にお伝え

 下さい。 

 

 

！保育中に何か体調面の変化があり 

ましたら、すぐに連絡・お迎えの 

お願いをいたします。 

  当日、連絡のつく連絡先を 

お知らせください。 

接種前 

接種後 
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子育ての主役は家庭です。 
 

子どもは、大人のなにげない毎日の生活の仕方、 

        

考え方に影響されて育ちます。 

 

また、子どもは一人ひとり育ちかたが違います。 

  

ゆったりと育てていきましょう。 

 

 

 

 

※この内容は、作成日現在のものであり、今後内容の変更が生じる場合がありますのでご留意ください。 

※保育料、延長保育事業等の情報などを区のホームページに掲載しております。 

 

【参考】大田区ホームページ（ＵＲＬ） 

http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/index.html                               

（平成30年2月1日制定） 

 

お わ り に 
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蒲田本町保育園では、毛布・ガーゼケットを無料で貸し出しています。 

貸し出しの際の注意点は以下のようになります。 

 

 

・名前を書いた布(保育園重要事項説明書 41 ページに記載)を縫い付けてください。 

 （毛布カバーをご使用の場合は、カバーに名前を付けてください。） 

 

・洗濯の際は、ネットを使用し、乾燥機にはかけないでください。 

 

・退園、卒園の際に、名前を外して園にお返しください。 

 

・カラー帽と同じく、年間を通してご家庭で保管し大切に扱ってください。 

 

・紛失の際にはご相談いただき、場合によっては弁済していただくことがあります。 

 

 

 

 

 

 

       

        

園貸し出し毛布・ガーゼケットの申し込み 

（      年   月   日） 

 

 

貸し出しの注意点を守り、園貸し出し寝具を申し込みます。(〇をつけてください) 

 

 

・毛布   ・ガーゼケット 

 

 

クラス：           お子様の名前：                  

 

(貸し出し日：          職員名            ) 

 

キ リ ト リ 
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公式 LINE QR コード

SNS で 
情報の発信を
しています 

＊「保育園の魅力」や「子育について 

の情報を、お伝えしていきます 

Instagram QR コード 

・・友達登録、フォローをお願いします・・ 


